
あなたの LOVE❤CHIBA 教えてキャンペーン企画運営業務 

企画提案要項 

 

１ 業務名 

  あなたの LOVE❤CHIBA教えてキャンペーン企画運営業務 
 
２ 業務の内容 

仕様書に記載したとおり。 
 
３ 業務の実施方法 

  企画提案に対する審査・選考を経て１団体を決定し、業務を発注する。 
※本業務は、ちばプロモーション協議会総会における令和８年度予算の成立を前提

に公募するものであり、上記事項が成立しない場合には効力を発しません。 

また、上記の効力を発しない場合において、当該募集に係る経費について、ちば 

プロモーション協議会（以下、「協議会」という。）は補償を行いません。 

 
４ 提案資格 

次の全ての要件を満たすこととする。 
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）    

第２条第２号に掲げる暴力団又は同条第６号に掲げる暴力団員である役職員を  

有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 
（２）選考委員会の委員でないこと。 
 
５ 提案参加表明 

  本業務の企画提案に参加を希望する場合は、下記により、企画提案参加表明書を 

あらかじめ提出すること。 
（１）表明期限 令和８年３月２７日（金）１６時まで（必着） 
（２）提出方法 メール 
        ※ファイル送信後、下記（４）提出先あてに電話で連絡すること。 

（３）提 出 物 企画提案参加表明書 
（４）提 出 先 公益社団法人千葉県観光物産協会 事業第二課 
   ちばプロモーション協議会事務局 

メールアドレス promo_conf@chiba-tpa.or.jp 
電話番号 ０４３－２２５－９１７０ 

 
６ 提案期間等 

（１）提案期限 令和８年４月１４日（火）１６時まで（必着） 
（２）提案方法 メール（大容量ファイル送信サービスの利用可） 
        ※ファイル送信後、下記（４）提出先あてに電話で連絡すること。 

（３）提 出 物 企画提案書 
※「９ 提案書作成上の注意」に沿って作成すること。 

（４）提 出 先 公益社団法人千葉県観光物産協会 事業第二課 
   ちばプロモーション協議会事務局 

メールアドレス promo_conf@chiba-tpa.or.jp 
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電話番号 ０４３－２２５－９１７０ 
 
７ 説明会 

  実施しない。 
 
８ 質問の受付 

本件に関する質問については、メールにて受け付ける。 
ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 
※メール送信後、電話にて到達確認をすること。 

（１）期  限 令和８年４月７日（火）１６時まで 
（２）送 付 先 公益社団法人千葉県観光物産協会 事業第二課 
   ちばプロモーション協議会事務局 

メールアドレス promo_conf@chiba-tpa.or.jp 
電話番号 ０４３－２２５－９１７０ 
 

９ 提案書作成上の注意 

（１）様式 
 Ａ４判横書き（横置き） 

（２）提案書に記載する内容 
ア 表紙 

タイトル「あなたの LOVE❤CHIBA 教えてキャンペーン企画運営業務」企画

提案書、提出年月日、住所（所在地）、社名、代表者の氏名・肩書き、連絡先を記

入すること。 
イ 提案概要 
（ア）各業務の企画概要 

以下の事項を網羅し、明確かつ具体的に分かる資料を作成すること。また、

インターネットやウェブサイト構成等の専門知識を有しない者でも理解でき

るよう、分かりやすい表現とすること。なお、提案資料には、本事業の委託料

の範囲内で実施できる提案のみを記載すること。 
ａ キャンペーンのコンセプトや考え方（キャンペーンサイトの投稿写真 PV 
 数や優待証ページ PV 数、セッション数の目標値を含む） 
ｂ キャンペーンサイトの概要、構成 
ｃ キャンペーンサイトのページデザイン案（PC 版／スマホ版） 
（ａ）トップページ 
（ｂ）応募ページ 
（ｃ）投稿写真の閲覧・検索ページ 
（ｄ）ラブちば優待ページ 
ｄ 写真投稿システムの概要、構成 
e  投稿写真の閲覧・検索ページの概要、構成、誘客促進や利用促進のための 
 工夫 
ｆ ラブちば優待ページの概要、構成、誘客促進や利用促進のための工夫 
ｇ 管理サイトの概要、構成 
ｈ 保守の概要 
ｉ  Instagram の運用概要（発信回数、フォロワー獲得数の目標値を含む） 
ｊ Facebook の運用概要（発信回数、フォロワー獲得数の目標値を含む） 
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ｋ Xの運用概要（発信回数、フォロワー獲得数の目標値を含む） 
ｌ 独自の提案事項 

（イ）実施スケジュール 
   令和８年４月２１日（火）を契約日と仮定した場合の業務実施スケジュール

を策定する。 
（ウ）業務の実施体制 

ａ 本業務の全体責任者、各業務の責任者・担当者を記載する。 
ｂ 従事者の氏名、所属、役職、本業務における役割、経験年数、過去の主な 
実績等を記載する。 

（エ）過去における類似業務実績 
ａ 類似業務実績を挙げ、業務概要・成果等をできるだけ詳細に記載する。 
ｂ 実績は最大２件までとし、おおむね３年以内のものとする。 

ウ 見積書 
（ア）仕様書の業務内容及び本企画提案の内容を実施するために必要な全ての費用 

を算定する。 
（イ）見積書は、業務ごとに詳細な内訳を記載すること。 

  エ 団体概要（様式１） 
     ※協議会の会員である場合は提出不要です。 
（３）提案に当たっての留意事項 

提案内容は、採用された場合に、受注者が責任をもって実現できるものであること。 

 
１０ 審査・選考方法 

（１）提案書による書面審査を行い、その中で最も優れた提案をした団体を受注   

候補者に選定する。 

（２）書面審査は、令和８年４月中旬に実施予定である。なお、選考委員から質問が    

あった場合は、取りまとめの上、メールで提案者に送付する。提案者は別に指示

する日時までに回答をメールで送付すること。 

（３）評価基準 

審査に当たっては、以下の評価基準により総合的に評価する。 
ア 企画提案内容 
（ア）業務内容の理解 

仕様書の内容を十分に理解した企画提案内容となっているか。 
   （イ）企画力 
      企画力に優れ、事業効果が期待できる提案となっているか。 

イ 実施スケジュール 
実現可能なスケジュールが組まれているか。 

ウ 業務の実施体制 
本業務を実施するに当たり、十分な体制が構築されているか。 

エ 過去における類似業務実績 
過去の類似業務実績は評価できる内容か。 

（４）選考結果（採用又は不採用）は、提案者全員（連絡担当者あて）にメールで    

通知する。 
（５）選考委員に関することのほか、審査・選考の経過や内容等に関する問い合わせ

には一切応じない。また、異議申し立ても一切認めないものとする。 
 



１１ 提案の無効に関する事項 

次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。 
（１）提案資格の無い者が提案したとき。 
（２）所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき。 
（３）同一の企画提案案件に対して、２以上の提案をしたとき。 
（４）同一の企画提案案件に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案した 

とき。 
（５）提案に関連して談合等の不正行為があったとき。 
（６）見積書の金額、住所、氏名の誤脱又は認識しがたい見積り若しくは金額を訂正 

した見積りをしたとき。 
（７）その他、審査を行うに当たって、協議会が無効であると判断したとき。 

 
１２ 契約 

   選考により決定した企画案の提出者を受注候補者とし、詳細な業務内容及び契約

条件等について協議、合意したのちに契約を締結します。 
   なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行うものとします。 
（１）契約期間 契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 
（２）契約に当たっての主な留意事項 

ア 提案書及び選考委員会は、提案内容及び提案団体の審査・選考のために行う

ものであり、選考結果は提案内容をそのまま了承するものではなく、必要に 

応じて内容の一部を変更する場合があるので留意すること。 
イ 仕様書は、提案された企画内容をもとに協議会が作成する。 
ウ 契約保証金は免除する。 
エ 業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

なお、業務の一部の再委託については、高い事業効果が見込めると協議会が  

判断した場合は認めるものとする。 
（３）契約額 

契約額の上限 １０，９００，０００円（消費税及び地方消費税込み） 
 
１３ 注意事項  

（１）企画提案に要する経費は、全て応募者の負担とする。 
（２）提出された書類等は返却しない。 
（３）提出された書類等は、必要に応じて複写する。 
（４）本企画提案における言語、通貨及び時間は、日本語、日本国通貨及び日本の   

標準時とする。 
 


